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抄録

【目的】熊本県では，次期健康増進計画及び食育推進計画の策定にあたり，県民の栄養素等摂取状況

を科学的根拠に基づき評価を行うため，熊本県民健康・栄養調査における食事調査を今までの１日間

から非連続２日間に変更した．本研究は，非連続２日間の食事調査における実施プロセスの整理と評

価を目的とする．

【方法】平成２３年度熊本県民健康・栄養調査における食事調査の実施プロセスを整理した．また，平

成２３年１１～１２月に，１７の調査実施機関を対象に，電子メールにて調査実施に関するプロセス評価を依

頼した．さらに２日間食事調査と前回の１日間食事調査（平成１７年度実施）との協力率の比較を行った．

【結果】評価の回収率は１００％．すべての項目において，１４～１７（８２.４～１００％）の調査実施機関が調
査の実施に達成感を感じており，調査関係者が調査の趣旨，調査の標準化や精度管理の必要性を理解

していたことが調査の円滑な実施並びに達成感につながったと考えられた．１日間調査と２日間調査

の協力率は，６４.９％から６２.１％にわずかに低下した．
【結論】今後は協力率を高め，精度を向上し有効な結果を得るための効率化を含めた食事調査方法の

標準化を検討課題としたい．
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Abstract

Objectives: To assess the dietary intake of people of the prefecture using an evidence-based approach 
and to utilize the information for the next health promotion plan and the nutrition education plan, we 
conducted the Health and Nutrition Survey in Kumamoto prefecture in 2011 with a two non-consecutive-
day dietary survey. This study aimed at arrangement and evaluation of the work process in the two non-
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Ⅰ．緒言

　県民健康・栄養調査は，健康増進計画や食育推進計画等

関連計画の評価や見直しの基礎資料として活用することを

目的に，約５年ごとに県が独自に実施している調査である．

調査項目は，栄養素等摂取状況のほか，身体状況，食生活

及びその他の生活習慣の状況など多岐にわたる．国が２０１２

年に制定した「健康日本２１（第二次）」では，都道府県に

おける健康増進施策を科学的根拠に基づき効果的に推進す

るよう求めており[１]，栄養・食生活分野で栄養素等摂取
量の評価の重要性が示されている．また，国が２００９年に改

定した「日本人の食事摂取基準（２０１０年版）」では，根拠

に基づく摂取量評価には複数日の食事調査から習慣的摂取

量（例えば約１か月間の平均摂取量）を推定する必要が示

されている [２] が，県民健康・栄養調査は，対象者や調査
担当者への負担軽減のため１日間の調査にて摂取量評価を

行っており，科学的根拠として不十分な点があった．そこ

で，本県は，平成２４年度における計画の評価・見直しにあ

たり，県民の習慣的摂取量の分布を推定し，栄養素摂取量

の過不足評価を実施するために，平成２３年度熊本県民健

康・栄養調査において，全国ではじめて調査単位区世帯の

全対象者に非連続２日間の食事調査を行った．

　２日間の食事調査の実施プロセスの整理と評価を行うこ

とは，今後の都道府県健康・栄養調査が科学的根拠に基づ

き実施されるうえで有用と考えられるため，本研究を行う

こととした．

Ⅱ．方法

１．調査の実施

　食事調査の実施プロセスのうち，特に１）調査設計と予

算の確保，２）調査対象の抽出，３）熊本市との委託契約，

４）調査実施機関への説明，５）調査実施機関への食事調

査に係る技術支援，６）対象者への食事調査，７）調査実

施後のプロセス評価の７過程を調査実施前，調査実施中，

調査実施後に区分し，表１のとおり整理した．本項目では，

調査実施前及び調査実施中における１）調査設計と予算の

確保～６）対象者への食事調査の６過程を説明する．

１）調査設計と予算の確保

　平成２３年度の実施に向け，調査の設計とそれに基づく予

算の算定，予算の確保を行った．調査の実施にあたり，そ

の位置づけを健康増進計画や食育推進計画の定期の評価・

見直しのための基礎資料を得るために行うものとした．調

査単位区数は，国民生活基礎調査の対象単位区等を用い，

メタボリックシンドロームの有病率を把握するための最低

必要単位区数として５０単位区（誤差率１２％）[３] と設定し，
食事調査については，誤差率５％における各栄養素の摂取

量把握に必要な単位区数（４から４０以上）[４] を参考に，
有効かつ実現可能性を鑑みて，調査全単位区５０単位区の半

分である２５単位区とした．食事調査を１日間から２日間に

変更する理由として，平成２１年５月に「日本人の食事摂取

基準（２０１０年版）」が示され，平成２２年度から使用開始と

なったこと，これに伴い，県民の栄養摂取状況等，集団に

おける食事摂取状況の評価にこれまでとは異なる方法が示

されたこと，日本人の食事摂取基準をもとに県民の栄養摂

取状況を評価するためには，「習慣的な摂取量」を把握し，

習慣的な摂取量の分布から推定平均必要量（集団の半数で

不足が生じると推定される摂取量）を下回る人の割合を算

出することが重要であること，この習慣的な摂取量を把握

するための食事調査は，非連続２日間または連続した３日

間以上の日数にわたって秤量記録法により行う必要がある

ためとした．なお，秤量記録法とは，過去２４時間に飲食し

たものと量を対象者に記録用紙を渡して記入してもらう方

法であり，国民健康・栄養調査及び都道府県の行う健康・

栄養調査で広く用いられている．他の調査法に比べ，対象

者が飲食したものをもっとも忠実に把握しうる方法のひと

つと考えられているが，対象者や調査担当者への負担が大

きいことが課題である．なお，対象者が用紙に記入した後

は，調査担当者が面接し，追加や修正を行った後，すべて
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consecutive-day dietary survey.
Methods: We arranged the processes of the dietary survey in the Health and Nutrition Survey in 
Kumamoto prefecture in 2011. During November to December in 2011, we performed an email survey 
among the 17 facilities that collaborated on the Health and Nutrition Survey to evaluate the process of 
the survey. The response rate of the dietary survey in 2011 was compared to that in the previous survey 
in 2005 when a one-day dietary survey was conducted.
Results: The response rate of the email survey was 100%. The staff members of 14～17 (82.4～100%) 
facilities felt a sense of accomplishment in all items about the survey. The response rates for the dietary 
survey slightly decreased from 64.9% in 2005 to 62.1% in 2011.
Conclusions: It is a future issue to standardize the dietary survey to make it more efficient and to 
increase the response rate to improve the accuracy, thereby obtaining effective results.

keywords:  the Health and Nutrition Survey, plural days, dietary survey, process evaluation, response 
rate
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の飲食物に規定の食品コードを与え，栄養価計算ソフトに

入力し栄養素等のデータ化を行った後で県民の栄養素等摂

取量の評価を行う．

２）調査対象の抽出

　平成２２年国民生活基礎調査で設定された調査単位区から，

層化クラスター抽出法を用いて５０単位区を抽出し，うち２５

単位区を食事調査対象単位区に設定し，単位区内に居住す

る世帯及び１歳以上の世帯員を対象とした．層化クラス

ター抽出法とは，県内を１０保健所及び熊本市の１１管区

（「層」という）にわけ，人口割合から単位区数を比例配分

し，無作為抽出を行って単位区を抽出する方法である．管

区ごとの単位区数については，表２のとおりである．

３）熊本市との委託契約

　熊本市は県内人口全体の４割以上を占めており [５]，県
内全体の栄養素等摂取の傾向を把握するのに不可欠な地域

であったため，調査の趣旨及び調査方法等を説明し，委託

契約を締結して調査を実施した．

４）調査実施機関への説明

　調査の説明は，５月及び８月に県内１０保健所の所属長，

所属管理者，調査担当者及び熊本市の調査担当者を対象に

実施した．内容は，調査の趣旨（背景，意義や必要性な

ど），調査の時期，食事調査の期間，管区ごとの単位区数，

調査方法，調査に必要な職員数，年間スケジュール，予算

令達などである．食事調査の趣旨や期間については，平成

２１年８月に独立行政法人国立健康・栄養研究所が主催する

健康・栄養調査技術研修セミナーが県庁にて２日間開催さ

れ，多くの県及び熊本市調査担当者がこの研修会に参加し，

調査の標準化や精度管理の必要性を学んでいたため周知に

多くの時間を要しなかった．調査の時期は，食事調査の日

数増加を考慮し，従来の１１月の１ヶ月間から１０～１１月の２

か月間に変更した．調査方法については，調査必携，すべ

ての飲食物をコード化するための食品コード表，年間スケ

ジュールを用いて説明を行った．食品コード表は国民健

康・栄養調査と同じ内容とした．調査に必要な職員数は，

調査会場を設定して行う場合の配置数目安表及び委嘱職員

の職種及び予算令達一覧を作成して示した．熊本県及び熊

本市の調査員として任命又は委嘱手続きを行った者は，総

数３２２名であり，各実施機関の調査員数は１８.４±４.８名（平
均値±標準偏差）であった．

５）調査実施機関への食事調査に係る技術支援

　調査員による面接，コード化，及びデータベース作成の

ための栄養価計算ソフト入力の標準化を図るため，県庁が
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表１　食事調査の実施プロセス

調査実施後調査実施中調　査　実　施　前

平　成　２３　年　度平成２２年度平成２１年度実施
時期 １２月～３月１０～１１月８～９月４～７月１０～３月８月

７）調査実施後のプ
ロセス評価

　・プロセス評価の
依頼

　・協力率の比較

５）調査実施機関へ
の食事調査に係
る技術支援

　　疑義回答の作成
７） 調査実施後のプ
ロセス評価

　　調査の実施状況
照会

４）調査実施機関へ
の説明

　・県及び市調査担
当者への調査説明

　・県調査員の任命・
委嘱

５）調査実施機関へ
の食事調査に係
る技術支援

　・演習の実施（２
回）

　　対象：調査担当者
　・電子秤の配布

２）調査対象の抽出
３）熊本市との委託
契約

４）調査実施機関へ
の説明

　　対象：所属長，
所属管理者，調
査担当者

５）調査実施機関へ
の食事調査に係
る技術支援

　　調査票，調査必
携，食品コード
表，図版ツール
の作成又は調達

１）調査設計
と予算の
確保

健康・栄養調査
技術セミナー
（国立健康・栄
養研究所主催）
開催

県庁

７）調査実施後のプ
ロセス評価

　　プロセス評価の
実施

６）対象者への食事
調査

　　面接，記録用紙
の追加や修正，
食品コード化，
食事しらべ２０１１
入力，栄養素等
のデータ化

６）対象者への食事
調査

　・県調査員の確保
　・区長とのコミュ
ニケーション

　・調査日と会場の
設定

　・面接媒体の準備
　・対象者への調査
説明

健康・栄養調査
技術セミナー
受講

県保健所

７）調査実施後のプ
ロセス評価

　　プロセス評価の
実施

６）対象者への食事
調査

　　面接，記録用紙
の追加や修正，
食品コード化，
食事しらべ２０１１
入力，栄養素等
のデータ化

６）対象者への食事
調査

　・市調査員の確保
　・市調査員の任命・
委嘱

　・面接媒体の準備
　・対象者への調査
説明

　・熊本県との委託
契約

健康・栄養調査
技術セミナー
受講

熊本市



県保健所及び熊本市の委嘱職員を含めた調査担当者を対象

に演習を２回行った．用いた資料は，独立行政法人国立健

康・栄養研究所が主催した平成２２年度健康・栄養調査技術

研修セミナー資料及び同研究所が開発した調査業務支援ソ

フト「食事しらべ２０１０」であり，２人１組で３題行った．

面接にかかる１題あたりの演習時間は３０分程度を目安とし

たが，調査の経験がある者は面接に要する時間が短く，聞

き漏れが少なかった．コード化に関しても，調査経験者は

コード表から必要な情報を探しだす時間が短かった．「食

事しらべ２０１０」への入力については，ほとんどの者が未経

験であったが，パソコン操作に習熟した者は入力速度が早

かった．研修後は，多くの実施機関が委嘱職員に対し１回

以上の面接演習を行った．

　各実施機関に食事調査の標準化のために配布したのは，

２日間の食事記録調査票，調査必携，食品コード表，独立

行政法人国立健康・栄養研究所の開発した「図版ツール」，

疑義回答，同一機種の電子秤であった．

　疑義回答は，県庁が平成１７年からの国民健康・栄養調査

及び県民健康・栄養調査におけるコード化に関する疑義回

答を整理し，２６種類のシートに分けた電子ファイルをエク

セルにて作成したもので，調査期間中の実施機関と県庁と

の疑義回答内容を随時追加して，メール送信や所属内のイ

ントラネット掲載を行った．コード化が困難なものについ

ては，国民健康・栄養調査結果を一部活用することから，

国と精度を合わせるため，国に質問を行って回答を作成し

た．疑義回答の種類及び数については，表３のとおりであ

る．電子秤は調査対象世帯すべてに同一機種を配布して機

器による精度を一定にした．
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表２　平成２３年度熊本県民健康・栄養調査の単位区数（H２２.１０.１推計人口を用いた層化クラスター抽出）

（再掲）２５地区５０地区調査対象
単位区数

県の人口に
占める割合％

管内人口保健所名

４．食事調査（栄養摂取状況調査）１．身体状況調査　２．生活習慣調査
３．健康食生活・食育に関する調査　

県調査 b 単位区数
（H２３年度）

県調査 b 単位区数
（H２３年度）

国調査 a 単位区数
（H１９～２３年度）

１０１０９５０×４０％＝１９４０ ７３０,７７３熊本市

２２１５０×６％＝３６ １１０,７７４宇　城

２４０５０×９％＝４９ １６８,３８３有　明

１１１５０×３％＝２３ ５５,１６５山　鹿

２２３５０×１０％＝５１０ １７４,１９８菊　池

１２０５０×４％＝２４ ６７,５６８阿　蘇

１１２５０×５％＝３５ ８７,４８８御　船

２４０５０×８％＝４８ １４４,５３１八　代

１２０５０×３％＝２３ ５１,３４８水　俣

１１２５０×５％＝３５ ９４,５０５人　吉

２１２５０×７％＝３７ １２６,４７１天　草

２５３０２０５０   １００ １,８１１,２０４総　数

a  ：国民健康・栄養調査
b：県民健康・栄養調査

表３　疑義回答シートの種類と回答数

疑義回答数シート名

３４穀類１

２いも類２

７砂糖・甘味類３

６豆類４

１種実類５

３０野菜類６

３１果実類７

２きのこ類８

３藻類９

４０魚介類１０

１１肉類１１

２８乳類１２

６油脂類１３

５１菓子類１４

５８飲料１５

６８調味料１６

９加工食品１７

２８外食・給食１８

３６食事状況１９

２５惣菜２０

３特定保健用食品２１

４８栄養素強化食品２２

２４食事調査基本事項２３

１６生活習慣調査２４

１５身体状況調査２５

１１基本事項２６

５９３計



６）対象者への食事調査

　食事調査の手順については，各実施機関の計画のもと実

施することとしたため，各機関では対象者への負担を軽減

し協力率を上げるための様々な取組みを行った．

　県保健所及び熊本市の１７の実施機関を対象に平成２３年１０

～１１月に電子メールにて調査の実施実施状況照会を行った

結果（回収率１００％）は表４のとおりであり，食事調査の

面接は，身体状況調査会場での実施１日間と家庭への訪問

を１日間以上組み合わせて実施したのが１９単位区

（７６.０％），身体状況調査会場での１日間のみで２日間の食
事調査を実施したのが５単位区（２０.０％），家庭訪問のみ
で２日間以上実施したのが１単位区（４.０％）であった．
身体状況調査会場と家庭訪問を組み合わせて面接を実施し

た１９単位区のうち，初日を身体状況調査会場で実施したの

が９単位区（３６.０％），初日を家庭訪問にて実施したのが
１０単位区（４０.０％）であった．調査初日と２日目の間隔は，
初日が会場で後に訪問の単位区が４.２±４.１日（平均値±標
準偏差）であり，初日が訪問で後に会場の単位区が３.０±

１.９日，家庭訪問のみの単位区が１４±０日であった．
　県民健康・栄養調査で１日間と２日間の食事調査を経験

した担当者に食事調査に要する時間や対象者への負担を尋

ねたところ，面接時間，コード化及び栄養価計算ソフトの

入力時間等は１日間と比較して増加傾向がみられたが，対

象者の負担が増したという意見はなかった．また，１日間

の面接で２日間の食事調査を行った実施機関からは，面接

時間は１日間と比較して増加傾向がみられたが，世帯によ

る差の方が大きいこと，対象者への負担としては１日間の

調査時と比べあまり差は感じられなかったという意見が

あった．面接の媒体としては，大多数の機関が，図版ツー

ル，フードモデル，ちらしを用いており，調査単位区近く

のスーパーに出向いて食品の規格や量を確認した機関も

あった．その他，対象者への調査説明は調査方法の詳細よ

り調査の趣旨（意義や必要性）を周知することを優先した，

電子秤の使用方法について演習を行った，対象者に食品の

ラベル等を保存するためのビニル袋を２日間分配布した，

などの様々な工夫を行っていた．さらに，調査を円滑に行
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表４　食事調査の実施状況（n＝２５）

家庭訪問のみで身体状況調査会場のみで身体状況調査会場及び家庭訪問により実施

実施実施初日が家庭訪問初日が身体状況調査会場

１（４.０）５（２０.０）１０（４０.０）９（３６.０）単位区数（％）

２日間以上１日間２日間以上２日間以上調査期間

１４０３.０±１.９４.２±４.１調査初日と２日目の間隔（日）a

a：平均値±標準偏差

　　　　　表５　調査実施機関の調査実施に関する評価（n＝17）

平均値±
標準偏差

達成できな
かった人（％）

あまり達成でき
なかった人（％）

だいたい達成
できた人（％）

達成できた
人（％）

回答率％

３.４±０.６０（０.０）１（５.９）８（４７.１）８（４７.１）１００調査に係る根拠法令及び基本事項等を理解する根拠法令等，業
務の目的の理解
・調査に必要な
知識の習得

３.４±０.６０（０.０）１（５.９）８（４７.１）８（４７.１）１００業務の目的を理解する

３.５±０.５０（０.０）０（０.０）８（４７.１）９（５２.９）１００調査実施に関する基本的事項を理解する

３.３±０.５０（０.０）０（０.０）１２（７０.６）５（２９.４）１００調査に必要な知識を得る

３.２±０.７０（０.０）３（１７.６）８（４７.１）６（３５.３）１００調査の精度や限界（秤量調査の長所と短所等）を理解する

３.５±０.５０（０.０）０（０.０）９（５２.９）８（４７.１）１００アンケート調査の設問趣旨を理解する

３.７±０.６０（０.０）１（５.９）４（２３.５）１２（７０.６）１００調査に必要な人材を把握する社会資源の把握

３.８±０.４０（０.０）０（０.０）４（２３.５）１３（７６.５）１００調査に必要な物・施設を把握する

３.５±０.７０（０.０）２（１１.８）４（２３.５）１１（６４.７）１００調査に必要な経費を把握する

３.４±０.６０（０.０）１（５.９）８（４７.１）８（４７.１）１００調査を円滑に進めるためのキーパーソンを把握する

所属内部の連携

３.５±０.７０（０.０）２（１１.８）４（２３.５）１１（６４.７）１００調査にかかる進行表を作成する（対象者に配慮した調査方法・内容とする）１.　事前準備
３.５±０.７０（０.０）２（１１.８）４（２３.５）１１（６４.７）１００調査会場でのスタッフ配置図を作成する

３.５±０.７０（０.０）２（１１.８）４（２３.５）１１（６４.７）１００経費を支出する

３.５±０.７０（０.０）２（１１.８）５（２９.４）１０（５８.８）１００関係者の役割・配置を明確にする（市町村等との連絡調整事項等を含む）

３.７±０.５０（０.０）０（０.０）５（２９.４）１２（７０.６）１００物品を準備する（説明資料，謝礼，調査票，身分証，検査器具　等）

３.６±０.６０（０.０）１（６.３）４（２５.０）１１（６８.８）９４.１（必要に応じて）説明会会場，調査会場案内図を作成する

３.５±０.６０（０.０）１（５.９）６（３５.３）１０（５８.８）１００上司等に，事業趣旨を説明し理解を得る２.　手順，方法
３.５±０.６０（０.０）１（５.９）７（４１.２）９（５２.９）１００所属内スタッフに役割について説明し理解を得る

３.３±０.７０（０.０）２（１１.８）８（４７.１）７（４１.２）１００調査員，調査票集計員，調査補助協力員に説明し理解を得る

３.２±０.６０（０.０）２（１１.８）１０（５８.８）５（２９.４）１００調査員，調査票集計員に技術支援（研修，訓練等）を行う

調査の実施

３.２±０.５０（０.０）１（５.９）１２（７０.６）４（２３.５）１００対象者に調査趣旨を説明し理解を得る１.　調査依頼
３.２±０.５０（０.０）１（５.９）１２（７０.６）４（２３.５）１００対象者に調査内容・方法・手順を説明し理解を得る

３.５±０.５０（０.０）０（０.０）９（５２.９）８（４７.１）１００円滑に調査を実施する２.　調査当日
３.０±０.６０（０.０）３（１７.６）１１（６４.７）３（１７.６）１００対象者に調査の協力依頼を得る

３.２±０.６０（０.０）１（５.９）１１（６４.７）５（２９.４）１００調査票の不備を修正する（精度の質を高める）

３.４±０.６０（０.０）１（５.９）８（４７.１）８（４７.１）１００調査票情報の取扱いを適切に行う（情報セキュリティ）

評価基準：達成できた（４点）　　だいたい達成できた（３点）　　あまり達成できなかった（２点）　　達成できなかった（１点）



うため，多くの機関が調査単位区の区長や調査対象者との

積極的なコミュニケーションに努めていた．

 
２．調査実施後のプロセス評価

１）調査実施に関するプロセス評価

　県保健所及び熊本市の１７の実施機関を対象に平成２３年１１

～１２月に電子メールにて調査実施に関するプロセス評価を

依頼した．項目は，根拠法令等及び業務の目的の理解，調

査に必要な知識の修得，社会資源の把握，所属内部の連携，

調査の実施に関する達成度であり，「熊本県行政栄養士新

任期育成支援プログラム」の評価表 [６] を一部改変して２６
項目作成した．基準は，“達成できた（４点）”，“だいたい

達成できた（３点）”，“あまり達成できなかった（２点）”，

“達成できなかった（１点）”の４肢を用いた．各項目の平

均値及び標準偏差を算出して評価を行った．

２）調査の期間による協力率の比較

　平成１７年度に行った前回の１日間の食事調査と今回の２

日間の食事調査の協力率（調査実施世帯÷調査対象世帯×

１００％）を算出し，比較を行った．

Ⅲ．結果

１）調査実施に関するプロセス評価

　評価の回収率は１００％であった．評価は，最小値２点か

ら最大値４点の範囲にあり，平均値は３.０～３.８点，標準偏
差は０.４～０.７点であった．評価の度合いでは，すべての項
目において“達成できた（４点）”及び“だいたい達成で

きた（３点）”の評価機関数が，１４～１７（８２.４～１００％）で
あった．（表５）．

２）調査の期間による協力率の比較

　１日間の食事調査と２日間の食事調査の協力率は，表６

のとおりで，６４.９％から６２.１％に低下した．

Ⅳ．考察

　調査を実施した機関の調査実施に関する評価では，すべ

ての項目において，１４～１７（８２.４～１００％）の調査実施機
関が達成感を感じており，調査関係者が調査の趣旨（意義

や必要性など），調査の標準化や精度管理の必要性を理解

していたことが調査の円滑な実施並びに達成感につながっ

たと考えられた．１日間調査と２日間調査の協力率は，

６４.９％から６２.１％となり低下したため，今後は協力率を高
め，精度を向上し有効な結果を得るための効率化を含めた

食事調査方法の標準化を検討課題としたい．

Ⅴ．今後の展開

　熊本県では，平成２４年６月から県及び熊本市の調査担当

者９人で「熊本県民健康・栄養調査活用検討会」を設置し，

調査の解析作業を行い，科学的根拠に基づく栄養・食生活

施策を構築するための検討を行っている．複数日の調査に

よる習慣的摂取量の把握と栄養素摂取量の過不足評価のほ

か，身体状況や食生活を含めた生活習慣との関連等を「平

成２３年度熊本県民健康・栄養調査報告書」としてとりまと

め，平成２５年３月までに発行予定である．
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表６　１日間と２日間の食事調査による協力率の比較

平成２３年度２日間平成１７年度１日間年度・調査期間

２５１２単位区数

４８５２９６対象世帯数（世帯）

３０１１９２実施世帯数（世帯）

８０１５５２実施人数（人）

３５０２５９再掲　男性（人）

４５１２９３再掲　女性（人）

１-９４歳１-９７歳対象者の年齢範囲

６２.１６４.９協力率（％）a

a：調査実施世帯÷調査対象世帯×１００％


